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北海道では、「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及

び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例（平成 21 年 3 月

31 日北海道条例第 50 号）（北海道障がい者条例）」に基づき、総合振興局

（振興局）ごとの１４圏域に「障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会（以

下、｢地域づくり委員会」という）」を設置し、地域で暮らす障がい者の暮ら

しづらさに関することや差別、虐待及び権利擁護に関すること等について、

情報交換及び協議等を行っています。 

日高圏域地域づくり委員会では、「北海道障がい者の意思疎通の総合的な

支援に関する条例」及び「北海道言語としての手話の認識の普及に関する条

例」が平成３０年４月に施行されたことに伴い、同年から管内高等学校等で

本講座を実施してきました。 

今年度においても、受講申込があった管内高等学校等で実施をします。 

 今般、浦河赤十字看護専門学校を対象に、次のとおり実施します。 

記 

〇日 時：令和４年１１月２日（水）１３：００～１４：３０（９０分） 

〇講 師：えりも町教育委員会 吉原 和香奈 氏 

〇内 容：聴覚障がいへの理解について、手話について 

〇受講者：２３名程度（１年次及び２年次） 

〇場 所：浦河赤十字看護専門学校 視聴覚室 

 

報道に当たってのお願い  

 

担  当 

 

・北海道日高振興局保健環境部社会福祉課（課長 阿部、係長 大久保） 

電話：０１４６－２２－９４７０、０１４６－２２－９４７２ 

・浦河赤十字看護専門学校  

 電話：０１４６－２２－１３１１ 

 


